
福 岡 広 域 都 市 計 画  

地区計画の決定 

（案） 

宗像市決定 

令和８年５月 

福岡県 宗像市 



 

宮田地区地区計画の決定理由（宗像市決定） 

 
 
 本地区周辺の市街化区域内を含むエリアにおいては、近隣に日常的な買い物ができ

る施設がなく、日常生活を支えるサービスが不足している状況であり、住み慣れた地

域に住み続けられる環境を構築する観点から、生活利便機能を誘導することが求めら

れている。 

 第３次宗像市都市計画マスタープランでは、生活利便施設のきめ細かな配置を推進

しており、市街化区域の住民の生活利便性を向上させる身近な店舗、高齢化の進行に

対応する医療・福祉施設などの適正な立地を誘導している。 

こうした状況を踏まえ、本地区において周辺の低層住宅地との調和を前提とし、日

常的な買い物ができる生活利便施設及び医療・福祉施設を誘導するとともに、多様な

世代が安心して住み続けられる安全で快適な生活環境を構築するため、市街化区域編

入を見据えた市街化調整区域地区計画を定めるものである。 

 

 

法第 17条縦覧用 



福岡広域都市計画地区計画の決定(宗像市決定)  

都市計画宮田地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 宮田地区地区計画 

位   置 宗像市宮田一丁目、自由ヶ丘七丁目及び曲の各一部 

面   積 約１．１ヘクタール 

地区計画の目標 

本地区は、既に医療・福祉施設が立地し、周辺住民に対して生活利便性

向上に寄与する区域である。 

第３次宗像市都市計画マスタープランでは、生活利便施設のきめ細かな

配置を推進している。コミュニティごとの特性に応じて、生活利便性を向

上させる公共施設や身近な店舗、高齢化の進行に対応する医療・福祉施設

などの立地を誘導し、住み続けられる生活環境の形成を目標とする。 

区 
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整 

備
・ 

開 
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保 

全 

の 

方 

針 

土地利用の 

方針 

多様な世代が安心して住み続けられる安全で快適な生活環境を構築す

るため、隣接する低層住宅地との調和を図り、生活利便施設のきめ細かな

配置に資する土地利用の誘導を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

土地利用の方針に基づき、建築物等の用途の制限等を定め、将来にわた

り住み続けられる生活環境の構築に資する建築物等を誘導することで、安

心安全な居住環境の形成・保全を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 17条縦覧用 



 

 

「地区計画の区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区 

区分 

名 称 医療・福祉施設地区 日常生活利便施設地区 

面 積 ０．８ヘクタール ０．３ヘクタール 

建
築
物
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物に限り建築するこ

とができる 

（１）幼保連携型認定こども園、幼

稚園でその用途に供する部分の床面

積の合計が１５００平方メートル以

内のもの 

（２）老人ホーム、保育所、福祉ホ

ームその他これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が１５００平方メートル以内のもの 

（３）診療所 

（４）老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が６００平方メートル以内のもの 

（５）前各号の建築物に附属するも

の（政令第１３０条の５で定めるも

のを除く。） 

次に掲げる建築物に限り建築するこ

とができる 

（１）店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもののうち政令第

１３０条の５の２で定めるものでそ

の用途に供する部分の床面積の合計

が５００平方メートル以内のもの（３

階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

（２）前号の建築物に附属するもの

（政令第１３０条の５で定めるもの

を除く。） 

 建築物等の

高さの限度 
１０メートル 

備   考 

用語の意義及び算定方法については建築基準法及び政令の例による。地区

整備計画で定める制限の取扱いは、上記のほか別に条例で定めるものとす

る。 



福岡広域都市計画地区計画
（宮田地区）

この図面は総括図（縮尺1/20,000）を一部加工したものです。

種 類 福岡広域都市計画地区計画

名 称 宮田地区地区計画

位 置
宗像市宮田一丁目、
自由ヶ丘七丁目及び曲の各一部

面 積 約1.１ヘクタール

法第17条縦覧



福岡広域都市計画

地区計画の決定

宮田地区地区計画

計 画 図

凡例
地区計画区域
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地区区分界
医療・福祉施設地区
日常生活利便施設地区
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